
教育研究支援センター
利用方法



機器を使用する場合は、

各年度ごとに関連機器使用申込書の提出が必要です！

ご注意ください！



医薬保健研究域医学系教育研究支援センターが保有する機器の共同利用に関する要領

（機器の操作）

第６条 機器の操作は，次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 機器の操作及び試料作製は，使用者が行う。ただし，機器の操作に習熟したセンター職員が機

器を操作及び試料作製する場合は，この限りではない。

(2) 機器の操作に習熟していない者は，第３条第２項ただし書による場合を除き，機器を使用する前

に機器管理者の操作指導を受けて使用するものとする。使用者は，機器の使用中に異常が発生じた

場合又は疑問が生じた場合は，速やかに機器管理者に連絡しなければならない。

（損害の賠償）

第７条 使用者は，故意又は重大な過失により機器を損傷又は破損した場合は，センター長

に届け出て，損害を賠償し，又は原状に回復しなければならない。

ご確認ください！



⓵ 関連機器使用申込書提出

⓶ 承認

【設備共同利用推進総合システムに登録のある機器】

⓷ 各機器ごとに機器利用申請（個人またはグループで）

⓸ 承認

⓹ 利用予約

⓺ 予約した日時に利用

⓻ 機器使用後、利用実績登録

【設備共同利用推進総合システムに登録のない機器】

⓷ 予約は必要なく、使用後、記録簿に記入

機器利用の流れ



1） ホームページから、「申請書類一覧」に入る。

2） 「教育研究支援センター関連機器申込書 (日本語または英語) 」をダウンロードする。

＊ 学外から関連機器の利用を希望される場合は、誓約書もダウンロード

＊

① 関連機器使用申込書提出



3） ダウンロードした書類に必要事項を入力して提出 

※作成いただく前に、
 テンプレート内の注意事項を
 よくご確認ください。



※学外者のみ提出ください。

3） ダウンロードした書類に必要事項を入力して提出 



入室時は教職員証または学生証をかざす。
退出時はオートロック。

※学外者へは個別対応

1） 関連機器使用申込書にセンター長承認印を押したものの写しを返却

2） 機器室入室可能となる

② 承認 



1） トップページから「ログイン」

詳細はこちらをご覧ください（学外者の方も）→設備共同利用推進総合システム利用方法詳細

③設備共同利用推進総合システムで機器利用申請  
（個人またはグループで）

https://skrs.adm.kanazawa-u.ac.jp/guide


2）使用を希望する機器のページ最下部「利用許可申請」をクリックする。

設備共同利用推進総合システム利用方法詳細

https://skrs.adm.kanazawa-u.ac.jp/guide


3） 「利用許可申請フォーム」に記載事項を入力
→  「利用許可申請する」 
→ 機器担当者による承認（メールが届く）

※グループで申請の場合※
グループ全員が、

利用希望機器の「機器使用申込
書」提出・承認済みで、

利用許可が承認されます。

グループ担当者は予算を設
定できる方でお願いします。

設備共同利用推進総合システム利用方法詳細

https://skrs.adm.kanazawa-u.ac.jp/guide


1） ログイン後、機器ページ最下部より「予約する」をクリック

設備共同利用推進総合システム利用方法詳細

④ 設備共同利用推進総合システムで利用予約

https://skrs.adm.kanazawa-u.ac.jp/guide


2） 「設備予約」ページ内、「設備情報」「利用条件」を確認し、 「予約登録」へ

使用開始希望日時を指定し、その
日時からの予約を行うことも可能。

設備共同利用推進総合システム利用方法詳細

https://skrs.adm.kanazawa-u.ac.jp/guide


３） 各項目に入力し、「予約内容確認」 → 「予約する」

〇〇 〇〇

設備共同利用推進総合システム利用方法詳細

https://skrs.adm.kanazawa-u.ac.jp/guide


４） 予約登録完了（承認後メール通知）

設備共同利用推進総合システム利用方法詳細

https://skrs.adm.kanazawa-u.ac.jp/guide


・基本的には自動的に実績登録となる。
・予約時間と利用時間とに差がある場合などはマイページより利用実績を登録する。

⑥ 使用後、利用実績登録



センター長 尾﨑 紀之 教授
支援室長   小林 亜紀子 技術専門職員  

           大林 正朗       技術専門職員  
髙野 淳子       電顕支援員

                                 小林 泰子       事務補佐員       

内線：2138

教育研究支援センターへの問い合わせ
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